
平成 21年 4月 1日

平成 21年度 ～ 平成 25年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率（総合） 98.0 97.1 95.5 97.2 100.4

経常収支比率（こころ） 82.6 100.6 99.6 100.7 102.1

経常収支比率（こども） 91.5 97.8 100.9 98.6 99.5

職員給与費比率（総合） 50.5 52.3 52.6 52.1 50.9
職員給与費比率（ここ
ろ）

130.2 116.5 115.1 112.1 110.7
職員給与費比率（こど
も）

82.3 76.5 75.7 78.1 76.3

病床利用率（総合） 90.3 88.3 87.0 89.0 90.0

病床利用率（こころ） 72.7 80.0 82.0 86.0 90.0

病床利用率（こども） 75.8 79.0 80.7 80.7 81.6

上記目標数値設定の考え方
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公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

１　「第一級の病院」、「地域医療支援の中心的機能」など、中期目標において県立病院に
求められている役割をこれまで以上に果たすこと
２　教育研修や臨床研究機能の充実強化、就労環境の向上などにより魅力ある病院づく
りに努め、優秀な人材の確保と育成に最優先で取り組むこと
３　病院運営の専門職の育成や経営管理機能の強化などにより経営能力を高め、業務運
営の安定化、健全化に取り組むこと
４　職員一人ひとりが常に問題意識を持ち、業務の改善・改革に不断に取り組む組織風土
を築き上げ、常に進化する病院であり続けること
５　地方独立行政法人化を機に蓄積する改革の成果を地域へ情報発信していくこと

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

総務省からの「地方公営企業繰出金の基準について（通知）」に基づく負担
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（経常黒字化の目標年度：23年度）
H21～H22において、医師・看護師確保対策を実施し、理想の診療体制を構築し、施設稼
働率の向上を図る。
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プ　ラ　ン　の　名　称 地方独立行政法人静岡県立病院機構中期計画

(別紙４） 公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名 地方独立行政法人　静岡県立病院機構（総合病院、こころの医療センター、こども病院）



団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

入院患者数（３病院計） 347,854人 337,813人 342,927人 350,081人 356,429人

外来患者数（３病院計） 520,789人 509,987人 512,056人 512,413人 512,767人

入院単価（３病院平均） 46,876円/人 49,631円/人 52,565円/人 53,011円/人 53,805円/人

外来単価（３病院平均） 12,684円/人 13,484円/人 13,925円/人 14,414円/人 14,920円/人

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 1８年度 75.70% １９年度 72.80% ２０年度 71.00%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築
計画の状況等

地方独立行政法人
静岡県立病院機構

特になし

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）
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◎地方独立行政法人化
　①自己責任
　・５年の中期目標、中期計画により計画的に業務を遂行
　・第三者機関の評価委員会が定期的に評価・勧告
　・中期目標期間終了時に、組織・業務の全般的見直し
　②企業会計原則
　・発生主義、複式簿記等の企業会計的手法
　・財務諸表の作成・公表（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書等）
　③ディスクロージャー
　・中期目標、中期計画、財務諸表、業務の実績、評価結果、給与基準等、
　　広範な事項を積極的に公開
　・インターネット等幅広い公表手段を活用（http//www.shizuoka-pho.jp）
　④業績給与制
　・法人の実績、職員の業績を反映した給与の仕組みを法人が決定し、
　　地方公共団体に届出・公表

特になし

・複数年契約、一括契約、包括契約
・診療材料ベンチマーク導入
・医療機器購入+保守管理費＋消耗品費のトータルコストによる購入決定
・組織見直しによる業務の効率化
・アウトソーシングの拡大による経費抑制と人件費抑制

・医師・看護師確保による業務量の拡大
・医療機器の稼働率向上（共同利用の促進、病病連携の強化、紹介制の拡充等）
・新たな施設基準の取得
・ＤＰＣ導入及びパス見直し

・医師看護師確保対策の充実
　①医療の質の向上、ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ、病院の魅力づくり
　②医療職の事務的業務の支援
　③環境改善や新たな取組による就業支援（ソフト）
　④環境改善や新たな取組による就業支援（ハード）
　⑤戦略的情報発信
　⑥法人の特徴を活かした多様な勤務形態等の実現

各年度の収支計画
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団体名
（病院名）

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

地方独立行政法人
静岡県立病院機構

点検・評価の時期(毎年○月
頃等）

　毎年度末

（該当箇所に

その他特記事項

経営形態見直し計画の概要
＜時　期＞

　平成25年度

＜内　容＞

　次期中期計画策定時に再検討

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

　地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会

討中の場合は複数可）
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（該当箇所に

経営形態の見直し（検討）の方向
性
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二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

静岡市立静岡病院、静岡市立清水病院、独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神
経医療センター、静岡赤十字病院、静岡医療福祉センター児童部、静岡済生会総合病
院、ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院、ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院

都道府県医療計画等における
今後の方向性

・「静岡県保健医療計画」（平成22年３月30日策定）
・機構が属する医療圏（静岡）は静岡市全域であり、東西南北に長く面積が広大である上に、人口
が多い医療圏であることから、公立病院は、これまでの圏域全体の医療体制が維持されるよう、公
的病院やその他の病院との連携強化を一層進める必要がある。
・さらに圏域外の患者の受け入れも多く、隣接医療圏の医療機関との連携強化もあわせて進める
必要がある。

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

＜時　期＞

　平成21年４月１日

＜内　容＞

　地方独立行政法人静岡県立病院機構　中期計画
　・　地域医療への支援
　・　公的医療機関への医師の派遣協力
　・　病病連携
　　　①中部地域の病院が連携した研修医研修
　　　　プログラムの開発、
　　　　高度医療機器の共同利用
　　　②協議会の設立（予定）

公営企業法財務適用

指定管理者制度

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

地方独立行政法人


